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第２章 住宅施策の動向 

本章においては、近年における国の住宅施策の動向について整理するとともに、山梨

県及び本市の住宅施策及びまちづくり施策等に関する既定計画について整理する。 

まず、住宅施策全般に関係する国の上位計画としては、住生活基本法第 15 条の規定に

基づき、住生活基本計画(全国計画)が策定されている。 

また、公営住宅に関するものとしては、社会資本整備審議会住宅宅地分科会において、

平成 18 年 8 月に「今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議」が取りまとめられ

ている。 

山梨県の住宅施策に関する計画としては、平成 18 年度に「山梨県住生活基本計画」が

策定されている。 

本市の上位計画としては、地方自治法に基づく自治体総合計画として「第 1 次中央市

長期総合計画」（平成 19 年度策定）がある。 

以下に、それぞれの計画の関連性を示すとともに、次頁以降では各計画の概要につい

て整理する。 

 

 

図 2-1 住宅施策に関する上位計画等の関係 

住生活基本計画（全国計画） 

（変更年次：平成 23 年） 

（計画期間：平成 23～32 年度） 

今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関

する建議 

（策定年次：平成 18 年） 

山梨県住生活基本計画 

（計画期間：平成 18～27 年度） 

山梨県公営住宅等長寿命化計画 

（計画年次：平成 21～32 年度） 

第 1次中央市長期総合計画 

（策定年次：平成 19 年度） 

（計画期間：平成 20～29 年度） 

中央市都市計画マスタープラン 

（策定年次：平成 21 年度） 

（計画年次：平成 40 年） 

中央市高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画

（策定年次：平成 20 年度） 

（計画期間：平成 21～23 年度） 

中央市第 2期障がい福祉計画 

（策定年次：平成 20 年度） 

（計画期間：平成 21～23 年度） 

中央市次世代育成支援地域行動計画 

（策定年次：平成 21 年度） 

（計画期間：平成 22～26 年度） 
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１.住宅施策の動向 

（１）国の住宅施策の動向 

平成 18 年 6 月 8日、住生活基本法、住生活基本法施行令及び住生活基本法施行規則が

公布･施行された。 

この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本となる

事項を規定するもので、「住生活の基盤となるための良質な住宅の供給」等、４つの基本

理念を定め、国、地方公共団体、住宅関連事業者、居住者等、関係者それぞれの責務を

定めている。 

また、「住生活基本計画」として国は全国計画を策定しており、平成 23 年度～平成 32

年度の 10 年間を計画期間とする新たな「住生活基本計画（全国計画）」が平成 23 年 3 月

15 日に閣議決定された。 

計画では、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標を設定し、成果目標とし

て、新築住宅の耐震化率、バリアフリー化率、省エネ率、住宅性能表示実施率などを位

置づけることとされている。 

 

表 2-1 住生活基本法の概要 

趣旨 国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向

上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生

活基本計画その他の基本となる事項について定める。 

目的 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、

基本理念を定め、国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務

を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項

を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とする。 

基本理念 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基

本理念を定める。 

責務等 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基

本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責

務等を定める。 

基本的施策 国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のため

に必要な施策を講ずるものとする。 

住生活基本計画 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に

即して都道府県計画を定めるものとする。  

 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計

画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を

定める。 
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次に、国の住生活基本計画の概要について示す。 

 

「住生活基本計画(全国計画)」 は、住生活基本法第 15 条の規定に基づき策定された

ものであり、基本的方向として、ストック重視、市場重視、福祉･まちづくり等の他の行

政分野との連携、地域の実情を踏まえたきめ細かな対応が挙げられている。 

また、この内、公的賃貸住宅制度については、社会資本整備審議会から、公的賃貸住

宅制度のあり方に関する基本的方向が示されている。 

 

表 2-2 住生活基本計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的

基本的な方針

改正の
ポイント

目的・成果指
標・基本的な

施策

大都市圏にお
ける住宅・住
宅地の供給等

の促進

施策の推進

○ハード面（広さ等）に加え、ソフト面の充実により住生活を向上。
○老朽マンション対策など、住宅ストックの管理・再生対策を推進。
○新築住宅市場に加え、既存住宅流通・リフォーム市場の整備を推進。

・良好な居住環境の形成に配慮しながら、地域属性に応じた施策を推進する　等。

・関係者の連携・協力
・政策評価の実施とおおむね５年後の計画見直し
・統計調査の充実

・住生活基本法に基づき、住生活安定向上施策を総合的かつ計画的に推進するため策定
・計画期間は平成23年度から平成32年度の10年間

・住宅の位置づけと住生活安定向上施策の意義
・施策についての横断的視点
　　　　横断的視点
　　　　①ストック重視の施策展開
　　　　②市場重視の施策展開
　　　　③効果的・効率的な施策展開
　　　　④豊かな住生活を実現するための他分野との連携による総合的な施策展開
　　　　⑤地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開

・目標設定の前提として「住宅性能水準」「居住環境水準」「居住面積水準（最低・誘導）」を
設定

① 住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備 ・ 耐震診断、耐震改修等の促進

② 住生活の安心を支えるサービスが提供される環境の整備 ・ 密集市街地の整備

③ 低炭素社会に向けた住まいと住まい方の提案 ・ サービス付きの高齢者向け住宅の供給促進

④ 移動・利用の円滑化と美しい街並み・景観の形成 ・ 公的賃貸住宅団地等における生活支援施設の設置促進

・ 住宅の省エネルギー性能の向上

・ 地域材を活用した住宅の新築・リフォームの促進

・ 住宅及び住宅市街地のユニバーサルデザイン化

・ 景観計画、景観協定等の普及啓発 等

⑤ 住宅を長く大切に使う社会の実現 ・ 住宅の維持管理情報の蓄積

⑥ マンションの適正な維持管理 ・ マンションの適切な管理・維持修繕の促進

⑦ 既存住宅が円滑に活用される市場の整備 ・ 瑕疵担保保険の普及、住宅履歴情報の蓄積の促進

⑧ 将来にわたり活用される良質なストックの形成 ・
リフォーム事業者に関する情報提供の促進、地域の工務店等
のリフォーム技術の向上

・ 住宅性能表示制度の見直し（評価項目の簡素化）

・ 長期優良住宅制度の見直し（共同住宅の認定基準の合理

・
木材の加工・流通体制の整備、木造住宅の設計・施工に係る
人材育成、伝統的な技術の継承・発展

・ 長期・固定型住宅ローンの安定供給、税制上の措置

・ 住替え支援の推進

⑩ 居住の安定の確保 ・ 公営住宅等の適切な供給

⑪ 高齢者等への配慮

多様な居住ニーズが
適切に実現される住宅
市場の環境整備

住宅の確保に特に配
慮を要する者の居住の
安定の確保

基本的な施策

多様な居住ニーズに応じた住宅の確保の促進と需給の不
適合の解消

目標
目標の達成状況を示す成果指標の視点

安全・安心で豊かな住
生活を支える生活環境
の構築

住宅の適正な管理及
び再生

民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する居住支援協議会へ
の支援強化

・

⑨
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平成 18 年に発表された「今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議」は、自力

で適正な居住水準の住宅を確保できない者の居住の安定確保及び市場において十分な量

が確保されない賃貸住宅の供給について、住宅セーフティネットとして、賃貸住宅市場

全体を視野に入れた施策の再構築の基本的な方向を示したものである。 

 

表 2-3 今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題

公的賃貸住宅制度等の再構
築に関する基本的方向

－重層的かつ柔軟な住宅
セーフティネットの構築－

公的賃貸住宅のセーフティ
ネット機能の向上について

民間賃貸住宅市場の環境整
備について

・賃貸住宅の質は未だに低い状況にある。（戸当たり平均床面積44 ㎡、最低居住
　水準未満の世帯は約10％）
・公営住宅の入居者のうち収入超過者は8.2％を占める。
・特定優良賃貸住宅（特優賃）の長期空家率は6.6％となっている。
・高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の供給は、伸び悩んでいる。
・民間賃貸住宅では、高齢者、小さな子供のいる世帯等について、入居制限が行
　われている。

・公営住宅におけるセーフティネット機能を強化するとともに、公営住宅を補完
　する公的賃貸住宅や民間賃貸住宅における枠組みの充実も進め、市場全体を見
　据えた視点から住宅セーフティネットを構築。
・家賃負担が問題となっている低額所得者への施策と入居制限を受けやすい高齢
　者等のための施策という二つの視点からの検討。
・既存の賃貸住宅ストックについてリフォーム等を行ったものを住宅セーフティ
　ネットの充実に活用する等、その有効活用を図りつつ、次世代に承継できる質
　の高い賃貸住宅ストックを形成。
・公的賃貸住宅、民間賃貸住宅を問わず、福祉施策との連携やＮＰＯ等の支援団
　体の活用等を通じて、高齢者等の居住を支援することが必要。
・地域的な特性を踏まえた住宅セーフティネットが構築できるよう、地方公共団
　体の主体的取組みが活かされる仕組みとすることが必要。
・高齢者世帯等に加えて、少子化対策の観点から、若年層、子育て層への支援強
　化も必要。
・多様な世帯が地域に居住するミックストコミュニティの形成の促進に十分配慮
　することが必要。

・公営住宅は、真に住宅に困窮する低額所得者により公平かつ的確に供給する方
　向で、供給の適正化や家賃等の見直し等を行っていく必要がある。
・公営住宅を補完する公的賃貸住宅（特優賃、高優賃）は、縦割りの制度を再編・
　一本化し、特優賃として整備された住宅を高齢者向けに活用する等、柔軟な利
　活用や転用ができる仕組みとすべき。
　　●整備費助成と家賃負担軽減助成を再構築し、それぞれの助成の政策効果が
　　　効率的に発揮される運用とすべき。
　　●家賃負担軽減助成については、高齢者・障害者世帯等に対象を重点化する
　　　等、効率的な仕組みとすべき。
　　●地域の住宅ストックや住宅需要の状況に応じ、基本性能（共用部分のバリ
　　　アフリー化等）を備えた賃貸住宅の整備を促進する必要。
・機構住宅、公社住宅、改良住宅等についてもセーフティネットとしての活用方
　策を検討すべき。

・高齢者、小さな子供のいる世帯等の円滑な入居等を図るため、これらの者が入
　居可能な民間賃貸住宅に関する情報の提供、家賃債務保証や居住支援の仕組み
　を構築すべき。
・入居制限の問題への対応については、定期借家、保険や債務保証等の手法によ
　り、リスクを低減･分散させる仕組みづくりを検討することが重要。
・紛争の実態や解決事例等を収集･分析した上で、客観性･具体性のあるガイドラ
　イン等の整備・普及を進めていくべき。
・定期借家、保険、債務保証や裁判外紛争処理等の手法を活用し、紛争の未然防
　止や簡易･迅速･円滑な処理が図られる仕組みを検討すべき。
・管理委託やサブリース等の多様な手法を活用することにより、合理的な賃貸住
　宅経営体制の確立を推進する必要。
・未だ低水準の民間賃貸住宅の面積・性能等に係る質の向上を促進するため、当
　分の間、賃貸住宅の整備等に係る助成措置等が必要。
・一般的に面積・性能等の水準が高い持家ストックの賃貸化を促進することによ
　り、賃貸住宅の質の向上を図るべき。
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（２）山梨県の住宅施策の動向 

山梨県の住宅施策に関する計画としては、平成 18 年度に「山梨県住生活基本計画」が

策定されており、「いきいきとした住生活が営まれる郷土やまなしの実現」を基本理念と

して、住宅施策の目標と施策が示されている。 

 

表 2-4 山梨県住生活基本計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

目標期間

基本理念

○公営住宅の供給目標量

２ 市場と連携した施策展開

　やまなしの恵まれた自然環境と調和し、盆地特有の気候に適応した快適性・耐久性を備えると共
に、省エネルギー性能や東海地震等に対する耐震性等を確保した安心して快適に暮らせる良質な住
宅ストックの形成を目指す。
　また、良質な住宅ストックを合理的かつ適正に管理し将来世代へ承継することを目指す。

　活力ある良好な地域コミュニティを形成し、いきいきとした住生活を実現できる安全・安心な魅
力あるまちづくりを推進する。

山梨県

平成19年3月

山梨県

１ 良質な住宅の形成

基本方針

平成18年度から平成27年度までの10年間

いきいきとした住生活が営まれる郷土やまなしの実現

３ 各主体の連携による施策展開

　地域を支える住宅産業を育成し、県民が、それぞれの価値観、ライフスタイルやライフステージ
に応じた住宅を、無理のない負担で安心して選択できる住宅市場の実現を目指す。
　また、良質な住宅ストックの流通が円滑に行われ、有効に活用される市場の形成を目指す。

目標と施策

公営住宅の
供給目標量

等

*この目標量は、県・市町村営公営住宅の空き家募集戸数を主とし、建て替え戸数、新規建設戸
数を合計した戸数

目標2　豊かな郷土を実現する良好な居住環境の形成

目標3　県民が安心して選択できる住宅市場の形成

目標1　やまなしの風土に根ざした良質な住宅ストックの形成

目標4　居住の安定の確保

　低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭等の居住の安定が確保されるよう、公的賃
貸住宅のみならず民間賃貸住宅も含めた住宅セーフティネットの機能向上を目指す。

計画期間における公営住
宅の供給目標量（戸）

5,500戸 10,100戸

前期（H18～H22） 後期（Ｈ18～Ｈ27）
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山梨県の公営住宅に関する計画としては、平成 22 年度に「山梨県公営住宅等長寿命化

計画」が策定されており、県営住宅の活用手法及び事業予定、維持管理計画が示されて

いる。 

 

表 2-5 山梨県公営住宅等長寿命化計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

目標期間

・

・

・

＜公営住宅＞

＜用途廃止団地＞

棟数 戸数

2 8

2 12

＜全面的改善＞

戸数 構造

30 RC

20 RC

30 RC

＜大規模改善＞

20 RC H1

20 RC H1

16 RC H2

16 RC H5

＜維持管理（改修含む）＞

戸数 構造

15 RC

20 RC

15 RC

外壁・防水改修

給排水管改修

給排水管改修

団地名 住棟番号 建設年度

山王団地

2号館 S50

5号館 S53

6号館 S51

東花輪
団地

団地名
建設
年度

外壁・防水改修
受水槽改修
風呂釜取替
外壁・防水改修
受水槽改修
風呂釜取替
受水槽改修

受水槽改修

改善の内容

外壁・防水改修

1号館

3号館

4号館

2号館

構造戸数住棟番号

団地名 建設年度

S50

S52

S51

住棟番号

1号館

3号館

7号館

山王団地

山梨県

平成23年3月

山梨県

長寿命化に
関する基本

方針

①住宅の状態の把握、及び日常的な維持管理の方針

S44

S46

耐用年限

30（H11）

30（H13）

平成21年度から平成32年度までの12年間

用途廃止予定戸数

建替予定戸数

うち改善予定戸数

うち修繕対応戸数

維持管理予定戸数

公営住宅管理戸数

対象 合計

7,432

5,534
活用手法別
住宅戸数

活用手法別
事業予定

・整備、管理データを、住棟単位で整理する。

・定期点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施する。

・住棟単位の修繕履歴を整理し、随時確認できる仕組みを確立する。

②長寿命化、及びライフサイクルコストの縮減に関する方針

団地名

田富団地

田富釜無団地

竣工年

標準修繕周期に先立って定期点検を実施し、老朽化や劣化等による事故等を未然に防止するととも
に、修繕や改善の効率的、効果的な実施に繋げる。

改善工事等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実施により、修繕周期を延長しライフサ
イクルコストの縮減を図る。

これまでの対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理、及び耐久性の向上を図る改善を実
施することによって、住宅の長寿命化を図る。

5,534

1,686

228

経過年数
（Ｈ19時点）

38

36

政策空家
設定年

H12

H12
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２．中央市の既定計画 

（１）まちづくり施策に関する既定計画 

中央市のまちづくり全般に関する上位計画としては、地方自治法に基づく自治体総合

計画として第 1 次中央市長期総合計画が平成 19 年度に策定されており、「実り豊かな生

活文化都市」を将来像として、平成 29 年度を目標年次とした行政運営の指針が定められ

ている。 

 

表 2-6 第 1 次中央市総合計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

目標期間

将来像

基本理念

将来指標

公営住宅に
関する計画

等

老朽化の進む市営住宅のバリアフリー化を進めるとともに、若い世代の受け入れを想定し、若者
向けのリフォームを行います。
耐震化や断熱性の向上、もしくは新たな用途への転換も含めたリノベーションの推進を図りま
す。

○基本計画
第２章　暮らしの拠点づくり
１　こころ豊かな暮らしへの舞台づくり
(2)課題解決の方策
⑧住環境の充実
　老朽化した市営住宅の建て替え・改修を進めます。その際、バリアフリー化や若者向けのリフォー
ム、省エネ性能の向上などに配慮します。また他の用途への転用を含んだ市営住宅の活用方法につい
ても検討を行います。
(3)施策の方向および数値目標
⑧住環境の充実
　・市営住宅の建て替え・改修の推進

中央市

平成20年3月

中央市

基本構想：平成20年4月1日から平成30年3月31日までの10年
基本計画：平成20年4月1日から平成30年3月31日までの10年（平成25年4月見直し）

実り豊かな生活文化都市

１ 自立した活力ある市の創造
２ 自治力の確かな市の創造
３ 文化度の高い市の創造
４ やすらぎとふれあいのある市の創造

○基本構想
第２章　地域の課題と施策の方向性
２　暮らしやすさに配慮した地域づくりに向けて
【身近な生活空間】
　市営住宅の老朽化に対応するため、今後は民間活力の活用を図りつつ、福祉やまちづくりなどの施
策と一体となって、地域の実情をより的確に反映したセーフティネットとして公営住宅を供給・改修
していかなければなりません。特に、入居者の高齢化に合わせたバリアフリー化への対応が不可欠で
す。

（単位：人、％）

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

31,650 32,220 32,359 32,178

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

年少人口 5,144 4,761 4,270 3,872

（14歳以下） (16.3) (14.8) (13.2) (12.0)

生産年齢人口 21,741 21,730 21,090 20,219

（15歳～64歳） (68.7) (67.4) (65.2) (62.8)

老年人口 4,743 5,709 6,999 8,087

（65歳以上） (15.0) (17.7) (21.6) (25.1)

総人口

現況値
平成18年度 平成24年度 平成29年度

公営住宅の整備に
対する満足度

市民アンケート、満足度 49.3% 55.0% 60.0%

宅地の整備に関す
る満足度

市民アンケート、満足度 53.0% 60.0% 65.0%

目標値
指標の定義指標名

※

※年齢不詳22名含む。
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（２）福祉施策に関する既定計画 

その他、本計画に関連する計画としては、平成 20 年度に策定された中央市高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画、中央市第２期障がい福祉計画、平成 21 年度に策定さ

れた中央市次世代育成支援地域行動計画がある。 

本計画に関連する内容としては、中央市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にお

いて、介護保険サービスによる住宅改修の利用者促進や、公営住宅のバリアフリー化の

推進が挙げられている。 

 

 

表 2-7 中央市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

計画期間

基本理念

人口推計

■

■

■

■

目標設定：平成26年度
平成21年度～平成23年度
（平成23年度に平成24年度～平成26年度までの次期計画見直し）

住宅改修について広く周知に努め、利用者を促進していきます。

リフォーム業者等の情報収集に努め、利用者に紹介できる体制を整えます。

高齢者を狙って悪質な業者によるトラブルが他市町村で発生しているため、ＰＲに努め、介護支
援専門員（ケアマネジャー）とも連絡を取りながら、利用者が安心してサービスを受けられるよ
う、サポートしていきます。

住宅改修事業者との連携を強化し、相談窓口の充実を図っていきます。

中央市

平成21年3月

中央市

＜高齢者支援の関連施策＞
３　住宅対策
・介護保険サービスの住宅改修の周知
・県建築士会等との連携による住宅に関する相談・指導の充実
・公営住宅におけるバリアフリー化の推進

施策の方向

１　地域全体で支える福祉（地域ケア体制）の実現
２　安心して暮らせるシステムづくり
３　一人ひとりの自分らしさを支援

＜介護保険サービス＞
（13）住宅改修・介護予防住宅改修
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表 2-8 中央市第２期障がい福祉計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

計画期間

基本理念

基本的な
視点

施策の体系

地域で支え合いながら、安心して自立した生活を送ることのできる社会の実現

第５章　地域生活支援事業
（２）必須事業
③日常生活用具給付等事業
＜サービス内容＞
重度障がい者（児）に対し、障がいの種類、程度に応じて、日用生活用具の給付や貸与を行います。
◆介護・訓練支援用具
◆自立生活支援用具
◆在宅療養等支援用具
◆情報・意思疎通支援用具
◆排泄管理支援用具
◆居宅生活動作補助用具：居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
＜必要なサービス見込み量確保のための方策＞
（１）サービスを必要としている重度の障がいのある人に、適切な用具が給付もしくは貸与できるよ
　　　う、日常生活用具の情報提供の充実に努めるとともに、事業者に対しても情報提供の充実を行
　　　い、多様な事業者の参入促進を図ります。

①ニーズに応じた訪問系サービスの提供
②ニーズに応じた日中活動系サービスの提供
③グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進
④福祉施設から一般就労への移行等を推進

中央市

平成21年3月

中央市

中央市障がい福祉計画：平成19年度～平成28年度
第１期：平成18年度～平成20年度
第２期：平成21年度～平成23年度（目標年度：平成23年度）
第３期：平成24年度～平成26年度
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表 2-9 中央市次世代育成支援地域行動計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定主体

策定年月

対象都市

計画期間

基本理念

総合目標

基本的な
視点

計画の体系

親が子どもがいきいきと輝き、喜びであるれるまち　中央市

＜子どもの視点＞
　子どもの幸せを第一に考え、子どもがいきいきと輝く、喜びあふれる社会を目指します。
＜次代の親づくりの視点＞
　次代の親が、いきいきと子育てできるよう、長期的な視野に立った豊かな人間性を育む健全育成を
目指します。
＜すべての子育て家庭への社会全体による支援の視点＞
　ひとり親や障がい児、外国籍住民などすべての子どもと家庭への社会全体による支援を推進しま
す。
＜仕事と生活の調和実現の視点＞
　結婚と子育てに関する希望を実現するための働き方を見直します。
＜利用者のニーズに応じた質の高いサービス提供の視点＞
　核家族化など社会環境の変化や価値観の多様化に伴い、利用者のニーズも多様化しています。その
ニーズに応じた質の高いサービスを提供します。
＜社会資源の効果的な活用の視点＞
　本市の持つ、自然や文化、人材などの社会資源を活用し、地域の特性を生かした子育てを推進しま
す。

【重点分野１】保育分野　子育て支援を充実します。
１－１　すべての子育て家庭に対する支援を充実します。
１－２　多様な保育ニーズに対応したサービスを充実します。
１－３　仕事と子育ての両立を支援します。
【重点分野２】保健分野　親子の健康づくりを推進します。
２－１　母子の健康づくりや小児科医療と相談体制を充実します。
２－２　思春期保健対策を充実します。
２－３　食育を推進します。
【重点分野３】教育分野　子どもの教育環境を整備します。
３－１　生きる力を育む学校教育を推進します。
３－２　家庭や地域における養育機能を向上します。
３－３　子どもを取り巻く有害環境への対策と、遊びとスポーツ環境を充実します。
【重点分野４】安全分野　妊産婦や子どもにやさしく、安全ななちづくりを推進します。
４－１　要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みを推進します。
４－２　妊産婦や子ども連れにやさしいまちづくりを推進します。
４－３　防犯や交通安全への対応策を強化します。

　子育ては、「父母その他の保護者が子育てに対する第一義的な責任を持つ」という基本的な認識
の上で、子どもや子どもを育てる父母、その他の保護者が、いきいきと輝きながら、子育てへの理解
を深めつつ、その喜びを実感していくことが大切です。
　子どもは、「未来の宝」です。本市は、すべての人が子育てに関わり、子どもの健全育成と、子育
て中やこれから子どもを希望する家庭で安心して生み育てることのできる環境づくりを推進すること
により、親が子どもがいきいきと輝き、喜びであふれるまちづくりを基本理念とします。

中央市次世代育成支援地域行動計画　－　後期行動計画

中央市

平成22年3月

中央市

次世代育成支援地域行動計画：平成17年度～平成26年度
前期行動計画：平成19年度～平成21年度（合併後策定）
後期行動計画：平成22年度～平成26年度
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３．中央市の公営住宅をめぐる課題 

（１）国の住宅施策の流れ 方向性と中央市の住宅事情 

国の住宅施策と公営住宅施策の流れについて整理する。 

 

人口増加に伴い民間開発による住宅市場が進め

られてきたが、土地利用の規制から近年では開発

が進まない状況にある 
・交通の利便性が高く、働く場も多いことから人口増加傾向
にあり、高齢化率も低く若い世代が多いことが特徴である。 

・民間開発による住宅開発が増えており、特に若宮地区で増
えている。ライフステージごとの住替えがみられ、入れ変え
が激しい。しかし、開発後 20 年が経過しており、古い賃貸
住宅では空き家がみられる。 

・田富地域の市街地部では老朽化した民間賃貸住宅が多く
あり、借り手がつかず空き家が多い。 

将来的には少子高齢化が懸念される 

しかし高齢者に配慮した賃貸市場は進まない状況
・県内平均に比べると、高齢化が低く、若い世代が多くなって
いるが、将来的には少子高齢化が懸念される。 

・高齢者仕様の賃貸住宅やケア付き住宅については、需要
がなく整備が進まない状況にある。 

・中心市街地の活性化・公的住宅整備による開発のけん引
が期待される。 

良質な戸建住宅、民間賃貸住宅が増えている 

しかし、古い住宅では空き家が増えている 
・土地区画整理事業により新たな住宅地が整備されており、
良質な戸建住宅、民間賃貸住宅が増えているが、老朽化
が進む住宅も見られ、古い住宅を中心に空き家が増えてい
る。 

・総合計画や都市計画マスタープランでは、基本方針として
「二地域居住・田舎暮らしの促進」を掲げており、ＵＩＪターン
の受け入れ態勢づくりや首都圏をターゲットとした効果的な
ＰＲ、空き家や土地情報の提供等の施策を挙げている。 

交通機関の整備により市の構造が大きく変わる 

可能性がある。 
・高規格道路の整備やリニア中央新幹線の整備によってま
ちの構造が大きく変わる可能性がある。 

・また、交通の利便性が高くなることから、さらに人口が増え
る可能性があり、計画的な土地利用、住宅地整備を進める
必要がある。 

ストック重視 （既存住宅の質の向上、活用） 

いいものを使ってきちんと手入れして長く大切に

使い、既存住宅を有効に活用する。 

市場重視 （民間を含めた住宅市場の活性化） 

リフォームの促進、中古住宅の活用、賃貸住宅の

市場の活性化、長期優良住宅の普及など、民間

住宅市場を含めた総合的な住宅施策の展開 

今後の人口減少、少子高齢化への対応 

良質な住宅や居住環境の形成や投資 

基本的な安全性の配慮 

環境や高齢者対応等の成長分野への投資 

他分野との連携による総合的な施策展開 

ソフト面の充実による住環境の向上 

地域の防災分野、医療・介護サービス、子育てし

やすい、高齢者が暮らしやすい居住環境の形成、

環境にやさしい住まいと住まい方の形成 

地域が主体となるきめ細かな住宅施策の展開 

地域特性に応じた住宅施策 

地域の明確な将来ビジョンの設定 

住宅セーフティネットの再構築                       
<国の公営住宅施策の方向性> 

■国の賃貸住宅市場への公的関与の考え方 
・市場において自力では適正な居住水準の住宅の確保が難しい世帯 

・住宅市場においては十分な量化確保されない良質な賃貸住宅の供給 

・地域政策への貢献 

・災害対応等の緊急時の対応 

 

■住宅セーフティネットワーク再構築の動き 
賃貸住宅市場全体のセーフティネット機能の向上を図ることにより、 

民間住宅市場も含めた重層的かつ柔軟なセーフティネット再構築が進められ
ている 

・公営住宅供給の適正化（公営住宅管理制度の見直し） 

・賃貸住宅市場の環境整備 

・社会的弱者の居住支援 

・民間住宅を活用した家賃補助（借上型公共住宅） 

・高優賃、特優賃の再編 

・入居円滑化のための枠組み整備 
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方向性から、中央市の住宅やまちづくりをめぐる現状について整理し、前ページでまとめた本市の住まい･まちづくりの課題を勘案して、公営住宅をめぐる課題について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的な建替え更新 

耐用年数を超えた公営住宅を解消するための

計画的な建替えの促進が求められる。 

ライフサイクルコストの低減 

財産である公営住宅の長寿命化を図るため、適

切な維持管理、改善、補修を進めることで、ラ

イフコストの低減を図ることが求められる。 

公営住宅の適正な管理･運営 

困窮度の高い世帯から入居できる仕組みにす

ると共に定期的な点検や修繕履歴等のデータ

ベースの管理、実施体制の整備が求められる。

低所得者や低所得高齢者への対応 

建替え後の家賃上昇に対応できない世帯への

受け皿づくりが求められる。 

民間を活用した事業手法の検討 

民間住宅市場を含めて、重層的かつ柔軟なセー

フティネットの再構築が求められる。 

（借上げ住宅、ケア付き住宅など） 

 

①老朽化の進む団地が 7 割を占める。 

・目標年次の平成 33 年に、耐用年数を過ぎる住宅が 183 戸（64.7％）、耐用年数の
半数を過ぎる住宅が 14 戸（4.9％）あり、耐用年数が半数を超過した住宅が全体
の体の 7 割を占める。 

 

 

②老朽が進む団地（6 団地）のうち、市街化区域内の団地は 4 団地である。 

・目標年次に耐用年数が超過する団地は 6 団地（町之田、布施北、下田保、釜無、
飛石、山王） 

・6 団地のうち、県営住宅と併設している団地は 2 団地（釜無、飛石） 

・6 団地のうち、市街化区域内の団地は 4 団地（布施北、釜無、山王、下田保） 

 

 

③老朽化の進む団地では、設備の老朽化や湿気や傷みが深刻化している。 

・アンケートによると、「台所の設備または使い勝手」、「浴室の設備または使い勝
手」、「洗面所･脱衣所の設備」、「便所の設備」、「遮音性や断熱性」、「防犯性」に
おいて満足度が低くなっている。 

 

 

 

④入居者の高齢化が進んでいる。設備の高齢化仕様は進んでいない。 

・入居者のうち 60 歳以上の高齢者は 144 人（26.3％）を占めている。 

・60 歳以上の高齢入居者のうち、一人世帯は 58 世帯（50.4％）、2 人世帯は 15 世
帯（13.0％）であり、高齢者のみ世帯は 73 世帯であり、入居世帯の 3 割を占める。 

・住宅内部の高齢化対応はほとんど整備されていない。 

 

 

⑤低所得の高齢者が耐用年数を経過した木造・簡平住宅に居住している。 

・老朽化が進む団地では収入分位Ⅰ以下の世帯割合が 70％を超えている。 

・割合が高い順に、下田保 12 世帯（全 13 世帯のうち 92.3％）、布施北 7 世帯（全 8
世帯のうち 87.5％）、町之田 26 世帯（全 31 世帯のうち 83.9％）である。 

 

 

 

⑥政策空き家を進めている 6 つの団地においては、退去後に取り壊しが進んでお
り、団地内が歯抜け状態になっている。 

・政策空き家を進めている団地は、町之田（全 36 戸）、布施北（全 13 戸）、下田保
（全 15 戸）、釜無（全 20 戸）、飛石（全 47 戸）、山王（全 52 戸）。 

・県営住宅のうち、政策空き家としている団地は4 団地中、2 団地である。田富釜無
（全 12 戸）、田富（全 8 戸）。これらの団地は、用途廃止の計画である。 

 

⑦新しい耐火構造の住宅に入居希望が集中している（待ち人数 64 人）。 
古い住宅への入居希望者は少ない。 

・平成23 年9月現在、待機者は、布施団地37 名、山宮団地4名、久保団地12名、
神明団地 11 名である。 

まちづくり施策と連動した建替え事業の推進 

地域のまちづくりに貢献するように、公共施設

としての有効活用が求められる。 

高齢者世帯への対応 

福祉施策と連携した取り組みが求められる。 

人口増加に伴い民間開発による住宅市場が進め

られてきたが、土地利用の規制から近年では開発

が進まない状況にある 
・交通の利便性が高く、働く場も多いことから人口増加傾向
にあり、高齢化率も低く若い世代が多いことが特徴である。 

・民間開発による住宅開発が増えており、特に若宮地区で増
えている。ライフステージごとの住替えがみられ、入れ変え
が激しい。しかし、開発後 20 年が経過しており、古い賃貸
住宅では空き家がみられる。 

・田富地域の市街地部では老朽化した民間賃貸住宅が多く
あり、借り手がつかず空き家が多い。 

将来的には少子高齢化が懸念される 

しかし高齢者に配慮した賃貸市場は進まない状況
・県内平均に比べると、高齢化が低く、若い世代が多くなって
いるが、将来的には少子高齢化が懸念される。 

・高齢者仕様の賃貸住宅やケア付き住宅については、需要
がなく整備が進まない状況にある。 

・中心市街地の活性化・公的住宅整備による開発のけん引
が期待される。 

良質な戸建住宅、民間賃貸住宅が増えている 

しかし、古い住宅では空き家が増えている 
・土地区画整理事業により新たな住宅地が整備されており、
良質な戸建住宅、民間賃貸住宅が増えているが、老朽化
が進む住宅も見られ、古い住宅を中心に空き家が増えてい
る。 

・総合計画や都市計画マスタープランでは、基本方針として
「二地域居住・田舎暮らしの促進」を掲げており、ＵＩＪターン
の受け入れ態勢づくりや首都圏をターゲットとした効果的な
ＰＲ、空き家や土地情報の提供等の施策を挙げている。 

交通機関の整備により市の構造が大きく変わる可

能性がある。 
・高規格道路の整備やリニア中央新幹線の整備によってま
ちの構造が大きく変わる可能性がある。 

・また、交通の利便性が高くなることから、さらに人口が増え
る可能性があり、計画的な土地利用、住宅地整備を進める
必要がある。 
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４．団地別の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


